
第

二

千

六

百

五

十

二

号

平

成

二

十

七

年

六

月

二

日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
担
当
機
関
の
指
定

(

地
域
福
祉
国
保
課)

三
九
三
ペ
ー
ジ

○
指
定
医
療
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

(

同

)

三
九
四

○
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

三
九
四

○
指
定
医
療
機
関
の
指
定
辞
退

(

同

)

三
九
四

○
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
を
担
当
さ
せ
る
居
宅
介
護
事
業
者
等

の
指
定

(

同

)

三
九
五

○
指
定
介
護
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

(

同

)

三
九
六

○
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出

(
同

)

三
九
七

○
指
定
介
護
機
関
の
休
止
の
届
出

(
同

)

三
九
八

○
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
担
当
機
関
の
指
定

(

同

)

三
九
八

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)
三
九
九

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

(

商
業
・
金
融
課)
三
九
九

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日

�
田

歯

科

海
津
市
平
田
町
今
尾
一
六
四
一
―
五

平
成
二
七
・

四
・

一

ヒ
ロ
ミ
薬
局

今
渡
店

可
児
市
今
渡
字
鳴
子
二
三
九
四
―
三

同

ア
ポ
ロ
調
剤
薬
局

蘇
原

店

各
務
原
市
蘇
原
申
子
町
二
丁
目
一
一
番

一
〇

同

割

田

薬

局

大
垣
市
割
田
二
丁
目
一
三
三
番
地
一

同

羽
島
皮
膚
科
・
内
科

羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内
五
―
一
五

同

サ
ン
ラ
イ
ズ
ク
リ
ニ
ッ
ク

羽
島
郡
岐
南
町
野
中
三
―
二
二
〇

平
成
二
七
・

四
・
二
二
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日



岐
阜
県
告
示
第
三
百
五
十
八
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
そ
の
名
称
等
を
変
更
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住

帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お

い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

変

更

年

月

日

新

高
山
赤
十
字
病
院

旧

総
合
病
院
高
山
赤
十

字
病
院

高
山
市
天
満
町
三
―
一
一

平
成
二
二
・

四
・

一

新

県
北
西
部
地
域
医
療

セ
ン
タ
ー
国
保
白
鳥

病
院

旧

郡
上
市
国
保
白
鳥
病

院

郡
上
市
白
鳥
町
為
真
一
二
〇
五
―
一

平
成
二
七
・

四
・

一

新

県
北
西
部
地
域
医
療

セ
ン
タ
ー
国
保
高
鷲

診
療
所

旧

郡
上
市
地
域
医
療
セ

ン
タ
ー
国
保
高
鷲
診

療
所

郡
上
市
高
鷲
町
大
鷲
二
〇
一
―
二

同

新

県
北
西
部
地
域
医
療

セ
ン
タ
ー
白
川
村
国

民
健
康
保
険
平
瀬
診

療
所

旧

白
川
村
国
民
健
康
保

険
平
瀬
診
療
所

大
野
郡
白
川
村
御
母
衣
三
一
六
―
二

同

ま
つ
な
み
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

新

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
一
八
五
―
一

旧

羽
島
郡
笠
松
町
泉
町
一
三
番
地
一

同

岐
阜
県
告
示
第
三
百
五
十
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
廃
止
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

廃

止

年

月

日

サ
ン
ラ
イ
ズ
ク
リ
ニ
ッ
ク

羽
島
郡
岐
南
町
野
中
三
―
二
二
〇

平
成
一
五
・

四
・
二
一

�
田

歯

科

海
津
市
平
田
町
今
尾
一
六
四
一
―
五

平
成
二
六
・
一
一
・
一
〇

あ
ま
き
ク
リ
ニ
ッ
ク

羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内
八
―
六
〇
―
二

平
成
二
六
・
一
二
・
三
一

コ
ー
ヨ
ー
調
剤
薬
局

可

児
店

可
児
市
今
渡
字
鳴
子
二
三
九
四
―
三

平
成
二
七
・

二
・
二
八

金

子

歯

科

関
市
市
平
賀
三
三
五
―
一

平
成
二
七
・

三
・
三
一

千

疋

歯

科

関
市
千
疋
一
一
一
八
―
八

平
成
二
七
・

四
・

一

岐
阜
県
告
示
第
三
百
六
十
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

た
生
活
保
護
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
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で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

指
定
辞
退
年
月
日

す
え
た
け
眼
科
ク
リ
ニ
ッ

ク

郡
上
市
八
幡
町
稲
成
三
〇
四
―
一

平
成
二
七
・

四
・

一

岐
阜
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め

の
居
宅
介
護
等
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五

十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

指

定

年

月

日

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ほ
の
ぼ

の
朝
日
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

高
山
市
朝
日
町
浅
井
七
三

六

小
規
模
多

機
能
型
居

宅
介
護

ほ
の
ぼ
の
朝
日
ま
つ
も
と
の
家

高
山
市
松
本
町
二
二
二
七

―
三

平
成
二
七
・

四
・

一

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ほ
の
ぼ

の
朝
日
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

高
山
市
朝
日
町
浅
井
七
三

六

介
護
予
防

小
規
模
多

機
能
型
居

宅
介
護

ほ
の
ぼ
の
朝
日
ま
つ
も
と
の
家

高
山
市
松
本
町
二
二
二
七

―
三

同

太

田

進

愛
知
県
名
古
屋
市
名
東
区

よ
も
ぎ
台
三
―
一
〇
一
八

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

大
井
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
ク

リ
ニ
ッ
ク

恵
那
市
大
井
町
一
〇
〇
二

―
四

同

太

田

進

愛
知
県
名
古
屋
市
名
東
区

よ
も
ぎ
台
三
―
一
〇
一
八

介
護
予
防

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

大
井
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
ク

リ
ニ
ッ
ク

恵
那
市
大
井
町
一
〇
〇
二

―
四

同

医
療
法
人
ブ
レ
イ
ン

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町

二
―
一
二

訪
問
看
護

土
岐
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町

二
―
一
二

同

医
療
法
人
ブ
レ
イ
ン

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町

二
―
一
二

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

土
岐
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町

二
―
一
二

同

医
療
法
人
ブ
レ
イ
ン

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町

二
―
一
二

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

土
岐
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町

二
―
一
二

同



岐
阜
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条

第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指

定
介
護
機
関
か
ら
そ
の
名
称
等
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

第２６５２号 岐 阜 県 公 報 平成27年６月２日 ( 396 )

医
療
法
人
ブ
レ
イ
ン

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町

二
―
一
二

介
護
予
防

訪
問
看
護

土
岐
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町

二
―
一
二

同

医
療
法
人
ブ
レ
イ
ン

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町

二
―
一
二

介
護
予
防

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

土
岐
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町

二
―
一
二

同

医
療
法
人
ブ
レ
イ
ン

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町

二
―
一
二

介
護
予
防

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

土
岐
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

土
岐
市
肥
田
浅
野
笠
神
町

二
―
一
二

同

社
会
福
祉
法
人
多
治
見
市
社
会

福
祉
協
議
会

多
治
見
市
太
平
町
二
―
三

九
―
一

地
域
包
括

支
援
セ
ン

タ
ー

笠
原
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

多
治
見
市
笠
原
町
二
九
〇

〇
―
六

同

株

式

会

社

和

揖
斐
郡
大
野
町
公
郷
一
三

一
七
―
一

居
宅
療
養

管
理
指
導

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ご

み

揖
斐
郡
大
野
町
公
郷
七
九

同

株

式

会

社

和

揖
斐
郡
大
野
町
公
郷
一
三

一
七
―
一

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ご

み

揖
斐
郡
大
野
町
公
郷
七
九

同

株

式

会

社

和

揖
斐
郡
大
野
町
公
郷
一
三

一
七
―
一

介
護
予
防

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ご

み

揖
斐
郡
大
野
町
公
郷
七
九

同

社
会
福
祉
法
人
敬
愛
会

中
津
川
市
阿
木
二
八
一
一

―
一

訪
問
介
護

シ
ク
ラ
メ
ン
ヘ
ル
パ
ー
セ
ン
タ

ー

中
津
川
市
阿
木
二
八
一
一

―
一

平
成
二
七
・

四
・

六

社
会
福
祉
法
人
敬
愛
会

中
津
川
市
阿
木
二
八
一
一

―
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

シ
ク
ラ
メ
ン
ヘ
ル
パ
ー
セ
ン
タ

ー

中
津
川
市
阿
木
二
八
一
一

―
一

同

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

変

更

年

月

日



岐
阜
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条

第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指

定
介
護
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の

三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定

配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

平成27年６月２日 岐 阜 県 公 報 第２６５２号( 397 )

医
療
法
人
社
団
大
誠
会

大
垣
市
新
田
町
二
―
一
四

居
宅
介
護

支
援
事
業

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
ハ
ー
ブ

・
瑞
穂

新

瑞
穂
市
本
田
一
六
六

―
二

旧

瑞
穂
市
本
田
一
七
四

―
一

平
成
二
七
・

四
・

一

医
療
法
人
社
団
大
誠
会

大
垣
市
新
田
町
二
―
一
四

訪
問
介
護

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ハ
ー

ブ
・
瑞
穂

新

瑞
穂
市
本
田
一
六
六

―
二

旧

瑞
穂
市
本
田
一
六
二

―
一

同

医
療
法
人
社
団
大
誠
会

大
垣
市
新
田
町
二
―
一
四

介
護
予
防

訪
問
介
護

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ハ
ー

ブ
・
瑞
穂

新

瑞
穂
市
本
田
一
六
六

―
二

旧

瑞
穂
市
本
田
一
六
二

―
一

同

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

廃

止

年

月

日

株
式
会
社
ト
ー
カ
イ
メ
デ
ィ
カ

ル

山
県
市
高
富
字
和
合
松
一

一
九
〇
―
一

居
宅
療
養

管
理
指
導

ト
ー
カ
イ
薬
局

高
富
店

山
県
市
高
富
字
和
合
松
一

一
九
〇
―
一

平
成
一
九
・

一
・
三
一

公
益
社
団
法
人
地
域
医
療
振
興

協
会

東
京
都
千
代
田
区
平
河
町

二
―
六
―
三

訪
問
看
護

揖
斐
川
町
久
瀬
診
療
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
津
汲

九
七
四
―
一

平
成
二
二
・

二
・

一

公
益
社
団
法
人
地
域
医
療
振
興

協
会

東
京
都
千
代
田
区
平
河
町

二
―
六
―
三

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

揖
斐
川
町
久
瀬
診
療
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
津
汲

九
七
四
―
一

同

公
益
社
団
法
人
地
域
医
療
振
興

協
会

東
京
都
千
代
田
区
平
河
町

二
―
六
―
三

居
宅
療
養

管
理
指
導

揖
斐
川
町
久
瀬
診
療
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
津
汲

九
七
四
―
一

同

株
式
会
社
ト
ー
カ
イ
メ
デ
ィ
カ

ル

愛
知
県
春
日
井
市
中
央
台

七
―
九
―
二

居
宅
療
養

管
理
指
導

ト
ー
カ
イ
薬
局

美
濃
加
茂
店

美
濃
加
茂
市
古
井
町
下
古

井
字
塚
原
二
五
五
八
―
一

一

平
成
二
六
・
一
二
・
三
一



岐
阜
県
告
示
第
三
百
六
十
四
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条

第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指

岐
阜
県
告
示
第
三
百
六
十
五
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を

担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人

等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

定
介
護
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
休
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の

三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定

配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条

の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

氏

名

施
術
所
等
の
名
称

施
術
所
の
所
在
地
又
は
施
術
者
の
住
所

指

定

年
月
日

梅

原

知

也

な
ご
み
。
鍼
灸
整
骨

院

本
巣
市
宗
慶
一
五
七
―
二

平
成
��･�･��

第２６５２号 岐 阜 県 公 報 平成27年６月２日 ( 398 )

株
式
会
社
ト
ー
カ
イ
メ
デ
ィ
カ

ル

愛
知
県
春
日
井
市
中
央
台

七
―
九
―
二

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

ト
ー
カ
イ
薬
局

美
濃
加
茂
店

美
濃
加
茂
市
古
井
町
下
古

井
字
塚
原
二
五
五
八
―
一

一

同

社
会
福
祉
法
人
敬
愛
会

中
津
川
市
阿
木
二
八
一
一

―
一

訪
問
介
護

シ
ク
ラ
メ
ン
ヘ
ル
パ
ー
セ
ン
タ

ー

恵
那
市
大
井
町
一
〇
〇
二

―
三

平
成
二
七
・

三
・
三
一

社
会
福
祉
法
人
敬
愛
会

中
津
川
市
阿
木
二
八
一
一

―
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

シ
ク
ラ
メ
ン
ヘ
ル
パ
ー
セ
ン
タ

ー

恵
那
市
大
井
町
一
〇
〇
二

―
三

同

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

休

止

年

月

日

株

式

会

社

感

謝

大
垣
市
北
方
町
一
―
一
一

六
二
Ｓ
Ｓ
ア
ー
ト
ビ
ル
一

階

訪
問
介
護

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
感
謝

大
垣
市
北
方
町
一
―
一
一

六
二
Ｓ
Ｓ
ア
ー
ト
ビ
ル
一

階

平
成
二
七
・

三
・
三
一

株

式

会

社

感

謝

大
垣
市
北
方
町
一
―
一
一

六
二
Ｓ
Ｓ
ア
ー
ト
ビ
ル
一

階

介
護
予
防

訪
問
介
護

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
感
謝

大
垣
市
北
方
町
一
―
一
一

六
二
Ｓ
Ｓ
ア
ー
ト
ビ
ル
一

階

同



公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
七
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
山
の
自
然
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

三

代

表

者

の

氏

名

澤
田

豊
明

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
高
山
市
奥
飛
騨
温
泉
郷
中
尾
空
山
四
三
六
番
地
の
十
三

京
都
大
学
防
災
研
究
所
附
属
災
害
観
測
実
験
セ
ン
タ
ー
穂
高
砂
防

観
測
所
内

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
飛
騨
山
脈
の
恵
ま
れ
た
自
然
と
山
麓
地
域
の
文
化

に
触
れ
、
自
然
・
文
化
の
調
査
・
研
究
を
行
い
、
そ
れ
に
基
づ
き

自
然
環
境
の
保
全
、
山
岳
文
化
の
継
承
と
創
造
、
安
全
・
安
心
な

地
域
づ
く
り
等
の
公
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書

の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
概
要
を
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
七
年
六
月
二
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・
金
融
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

コ
ス
ト
コ
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
岐
阜
羽
島
倉
庫
店

羽
島
市
上
中
町
中
字
前
沼
六
六
番

外

二

意
見
の
概
要

羽
島
市
長
の
意
見

・
夜
間
の
騒
音
レ
ベ
ル
の
予
測
が
規
制
基
準
値
を
大
幅
に
上
回
っ
て
い
る(

予
測
地
点
ｄ

七
四

デ
シ
ベ
ル)

の
は
、
搬
入
車
両(

コ
ン
テ
ナ
車)

の
走
行
音
で
あ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
瞬
間
的

な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
深
夜
の
騒
音
で
あ
る
こ
と
に
考
慮
し
、
夜
間
の
周
辺
住
民
の
環
境
に
配

慮
し
た
で
き
る
限
り
の
騒
音
対
策
を
講
じ
る
こ
と

・
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
一
三
七
号)

第
三
条
の
規

定
を
遵
守
し
て
事
業
活
動
に
伴
っ
て
生
じ
た
廃
棄
物
を
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
適
正
に
処
理
す

る
こ
と

・
店
舗
北
側
に
接
す
る
イ
ン
タ
ー
長
間
線
の
長
間
市
之
枝
線
と
接
す
る
ま
で
の
道
路
に
つ
い
て
は

狭
く
、
民
家
も
存
在
し
て
い
る
た
め
、
交
通
の
集
中
に
よ
り
通
行
の
妨
げ
と
な
ら
な
い
よ
う
、

必
要
に
応
じ
て
交
通
整
理
員
の
配
置
や
誘
導
看
板
の
設
置
な
ど
、
円
滑
な
道
路
交
通
の
確
保
に

努
め
る
こ
と

・
店
舗
南
側
に
接
す
る
江
吉
良
中
一
号
線
の
長
間
市
之
枝
線
と
接
す
る
ま
で
の
道
路
に
つ
い
て
は
、

広
い
た
め
交
通
の
集
中
が
見
込
ま
れ
る
。
ま
た
民
家
も
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
必
要
に
応

じ
て
交
通
整
理
員
の
配
置
や
誘
導
看
板
の
設
置
な
ど
、
円
滑
な
道
路
交
通
の
確
保
に
努
め
る
こ

と
・
店
舗
か
ら
東
郷
中
六
号
線
や
長
間
西
四
号
線
な
ど
北
側
に
抜
け
る
各
道
路
に
つ
い
て
は
狭
く
、

生
活
道
路
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
か
ら
、
誘
導
看
板
の
設
置
な
ど
、
円
滑
な
道
路
交
通
の
確
保

に
努
め
る
こ
と

・
店
舗
か
ら
東
郷
中
六
号
線
や
長
間
西
四
号
線
な
ど
南
側
に
抜
け
る
各
道
路
に
つ
い
て
は
狭
く
、

ま
た
中
島
中
学
校
へ
の
通
学
路
と
接
す
る
こ
と
及
び
生
活
道
路
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
か
ら
誘

導
看
板
の
設
置
な
ど
、
円
滑
な
道
路
交
通
の
確
保
に
努
め
る
こ
と

・
店
舗
東
側
に
歩
行
者
・
自
転
車
専
用
出
入
口
が
設
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
徒
歩
ま
た
は

自
転
車
で
の
来
店
者
が
誤
っ
て
自
動
車
用
出
入
口
か
ら
出
入
り
し
な
い
よ
う
、
交
通
整
理
員
の

配
置
、
誘
導
表
示
、
誘
導
看
板
の
設
置
な
ど
、
円
滑
な
道
路
交
通
の
確
保
に
努
め
る
こ
と

・
主
要
地
方
道
四
六
号
岐
阜
羽
島
イ
ン
タ
ー
線
か
ら
の
来
店
者
の
流
入
が
、
特
に
激
し
く
な
る
と

予
想
さ
れ
る
た
め
、
誘
導
看
板
を
設
置
す
る
な
ど
、
円
滑
な
道
路
交
通
の
確
保
に
努
め
る
こ
と

・
店
舗
内
駐
車
場
に
お
い
て
、
広
い
た
め
来
店
者
同
士
に
よ
る
事
故
が
起
き
な
い
よ
う
、
必
要
に
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応
じ
て
交
通
整
理
員
の
配
置
、
誘
導
表
示
、
誘
導
看
板
の
設
置
な
ど
、
十
分
な
注
意
喚
起
を
行

う
こ
と

・
店
舗
内
駐
車
場
に
お
い
て
身
体
障
が
い
者
専
用
の
駐
車
場
を
十
分
な
ス
ペ
ー
ス
と
と
も
に
確
保

し
、
誘
導
表
示
、
誘
導
看
板
の
設
置
な
ど
、
十
分
な
注
意
喚
起
を
行
う
こ
と

・
当
該
予
定
地
の
周
辺
に
住
宅
街
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
店
舗
及
び
駐
車
場
に
お
け
る
盗
難
な
ど
の

防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、
盗
難
な
ど
に
よ
る
影
響
が
住
宅
街
に
及
ば
な
い
よ
う
来
店
者
・
従

業
員
・
関
係
事
業
者
へ
の
周
知
に
努
め
る
こ
と

・
本
所
在
地
は
、
羽
島
市
立
中
央
小
・
中
学
校
の
校
区
及
び
羽
島
市
立
中
島
小
・
中
学
校
の
校
区

に
位
置
し
て
い
る
。
建
築
物
付
近
に
居
住
し
て
い
る
児
童
生
徒
は
、
今
の
と
こ
ろ
少
な
い
の
が

現
状
で
あ
る
。
従
っ
て
、
児
童
生
徒
の
通
学
路
に
直
接
影
響
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
乗
用
車
や

大
型
ト
ラ
ッ
ク
等
の
出
入
り
が
周
辺
で
多
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
周
辺
地
域
の
児

童
生
徒
の
通
学
の
安
全
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
、
最
大
限
の
配
慮
を
お
願
い
し
た
い

(

届
出
事
項

新
設)
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